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まちづくりや都市計画に関連する 「めざすべき社会」

年齢、性別、障害の有無国籍などに関わりなく
一人ひとりの個性が大切にされる社会

（例えば）
✓誰もが快適に過ごせるユニバーサルなまちづくりが
進む

自然との共生が日々の暮らしに浸透し
地域と世界の持続可能性が高まる社会

（例えば）
✓脱炭素を志向するするライフスタイルが定着する
✓農村・森林が防災、生態系保全などの公益的機能を
発揮する

自然の豊かさを享受する暮らしが
各地で営まれ大都市集中が緩和した社会

（例えば）
✓県土の多様性を活かした二地域・多拠点の暮らしが
広がる

✓住民主導・人間中心のまちづくりが進む
✓多様な住まい方を支える仕組みが整う

交流と安全の基盤が整い
自ら危機に備える文化も根付く強靱な社会

（例えば）
✓超高速の通信基盤と充実した交通基盤が社会経済活動
を支える

✓社会基盤の強靭化・長寿命化とICTを駆使した
防災・減災が進む

✓地震・風水害や感染症に強いまちづくりが進む









まちづくり基本方針

（令和４年３月改定）
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すべての人が自分らしく輝ける「住みたい」「訪れたい」ひょうご

基本コンセプト０３

基本方針の位置付け０１

まちづくり基本方針

ひょうごビジョン２０５０

県・市町のまちづくりに関する各種計画・施策

✔ まちづくり基本条例第10条に基づく、まちづくり施策を
総合的に講ずるための基本的な方針

✔ ひょうごビジョン2050のまちづくり分野におけるビジョン

✔ 誰も取り残されることなく安心して、育ち、学び、働き、遊び、自分らしい暮らし方が選択できる
人間中心のまちづくりを地域主導で進める

✔ 大都市から地方都市、多自然地域といった多様な地域を持つ兵庫の強みを最大限に活かし、
住み続けたい、移住したい、訪れたい、一人ひとりが生き生きと躍動する兵庫をめざす

まちづくり基本方針（R4.3改定版）

展望年次０２
✔ 2050年を展望し、めざす将来像を提示
✔ 今後おおむね10年間のまちづくり分野の主な取組の方向性を明確化
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✔ まちの成り立ち等の特徴を捉えて、４つの地域に分類

地方都市
平成の大合併前の市町の中心市街地とその周辺のまち

都市中心部
阪神～神戸～姫路にかけて連なる市街化区域

郊外住宅地
高度経済成長期以降に主に都市中心部の郊外に開発
された住宅地

多自然地域の集落
豊かな自然を有する農山漁村の集落や市街化調整区
域内に点在する集落

地域の設定０3

龍野地区（たつの市） 豊岡駅周辺（豊岡市）

三宮駅周辺（神戸市） 姫路駅周辺（姫路市）明舞団地（神戸市・明石市） ワシントン村（三田市）

集落丸山（丹波篠山市） 諸寄漁港（新温泉町）

まちづくり基本方針（R4.3改定版）



✔ 頻発化・激甚化する災害への備え、地方回帰の動き、持続可能な地域づくりへの転換、世界的な
脱炭素社会の実現に向けた動きなどの社会の潮流を踏まえ、今後の県全体のまちづくりにおいて、
重要となる３つのテーマを設定

●住民主体の持続可能な地域経営
●カーボンニュートラル、スマートシティの形成
●自然環境や生物多様性の保全 など持続・循環 例えば…
オールドニュータウンの再生、緑条例による緑豊かな地域環境の形成、
太陽光発電施設等の設置の適正化、優れたまちづくり活動等の顕彰

●個性を磨き、地域の魅力を高めるまちづくり
●新たな価値を生むコミュニティビジネスやスタートアップへの挑戦 など

魅力・挑戦
優れた景観の創造・保全、市街化調整区域における計画的なまちづくり、空き家対策、
古民家の再生、公園のリノベーション

例えば…

安全・安心

●防災・減災のまちづくり、都市の強靱化
●安心して暮らせるユニバーサルなまちづくり など

例えば…
建築物の耐震化、宅地防災、駅や施設のバリアフリー化、県営住宅の整備・管理

テーマの設定０4

まちづくり基本方針（R4.3改定版）



✔ 誰もが安心して暮らし続けられるために、各地域が都市機能を相互に補完・連携し、持続可能でコンパク
トな都市構造を構築

各地域の関係性（持続可能な都市構造の姿）０5

広域拠点
大規模文化施設や百貨店、高度医療を提供する医療セン
ター等の高次都市機能が充実し、広域的なニーズに対応
した高度なサービスを提供する。

連携軸
鉄道や基幹道路からなる交通ネットワークにより、都市
機能を相互に補完・連携する。

地域拠点
大型ショッピングセンターや病院等の日常生活に必要な
都市機能を主要な鉄道駅や官公庁周辺等に集積・維持し、
周辺地域の住民の暮らしや仕事を支える。

生活拠点
食品スーパーや診療所等の生活に密着した都市機能を
集積・維持し、住民の暮らしや仕事を支える。

※交通ネットワークのほか、重層的なネットワーク（情報、水と緑、エネルギーなど）を形成

デマンド型交通やコミュニティバス等
による移動手段の確保

医療・福祉は、遠隔診療等
のＩＣＴ技術も活用

移動販売や共同宅配
サービス等による
購買手段の確保

郊外住宅地の
周辺集落と連携

路線バスによる
拠点間の移動

移動販売やドローン配送等
による購買手段の確保

他府県
との連携

＜イメージ図＞

他府県の拠点と連携

他府県
との連携

他府県
との連携

まちづくり基本方針（R4.3改定版）



まちづくり基本方針（R4.3改定版）

✔ 住民・ファン、地域団体・NPO、企業、市町、県がパートナーシップにより地域のまちづくりに取り組む

各主体の役割０６

市町

○まちづくり活動への支援
○各主体の連携促進

兵庫県
○地域のまちづくりへの支援
○広域的な視点から市町や各主体の連携促進

住民・ファン
○地域課題の発見
○まちづくり活動への挑戦

地域団体・NPO
○まちづくり活動への助言やネットワークの形成
○行政では目の届かないきめ細かいニーズへの対応

企業
○公民連携による公的事業への参画
○まちづくり活動への参画と技術・ノウハウの提供

地域のまちづくり










